


昨日 あいりん総合センター 路上生活者ら立ち退き強制執行 
老朽化で建て替えが決まり閉鎖された大阪・西成区にある日雇い労働者の支
援施設の敷地内に残っている路上生活者らに対し、大阪地方裁判所は、１２月
１日朝、敷地内から立ち退かせる強制執行を始めました。 
老朽化で建て替えが決まっている大阪・西成区の日雇い労働者の支援施設「あいりん総
合センター」をめぐっては、敷地内に残っている路上生活者らに対し、大阪府が立ち退きを
求めた裁判で最高裁判所がことし５月、上告を退ける決定をし、路上生活者側の敗訴が
確定しました。 

しかし、路上生活者らが立ち退きに応じなかったため、大阪府の申し立てを受けた大阪地
方裁判所は１日午前７時半すぎから強制執行を始めました。 

施設の周辺では、警察官が警備にあたり、裁判所の執行官が敷地内に残っている路上生
活者らに声をかけて立ち退きを求めたり、府や大阪市の職員が荷物などをトラックで運ん
だりしていました。路上生活者は、一時的に大阪市内のケアセンターなどに入り、市が生
活支援を行うことにしています。 

大阪府は、現在の施設を解体し、跡地の南側に新たな施設を建設する計画を立てていま
したが、路上生活者らが残っていたために遅れていて、今後、解体工事などが進められる
見通しです。Nhkニュース2024-12-01 

師走(12月)となりました。 


